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8月 24日 (土 )・ 25日 (日 )

18:00～ 21:00(予定 )

※繭天鑽虚

場所  茅ケ崎公園 第二駐車場

《模擬店》        ・

焼きそば、フランクフルト、
ソフトドリンク、酒類、かき氷、
子ども向けおもちゃ等々
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※事前申込み不要、自由参加
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主催 :中海岸自治会 盆踊り実行委員会
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環境指導員

知っていますか 7
環境指導員とは、自治会長が推薦し、

茅ヶ崎市長から委嘱された人です。(任期2年 )

中海岸自治会では13名が活動中です。

担当理事:牧野信彦

共憲:金澤和代

中海岸1丁目:中村麻紀、戸矢きぬ子

中海岸2丁目:森智美、本下克郎

中海岸6丁目:今丼有紀子、佐藤美智子、讐波由紀子

中海岸4丁目:佐藤礼子、古知屋千恵子、堀部洋子、光丼美佐子

環境指導員は

緑色の腕章を付け

活動しています。

むみや資源物についての疑問や、

ごみ・資源物集積場所に

関する相談等、

環境指導員までご相談ください。

※まずは組長にむ一報ください。

環境指導員宅に

緑色のプレートを

設置しています。
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撮 境指導員の活動内容〉

○ごみ集積場所でのごみの分け方及び出し方の指導

→随時巡回していま_■豊_

○ごみ集積場所の管理等に関する指導
→墓言運:場:壼c曖藝理鏡証_利Lttl鐘迪】[ユ

`⊇`撻

l霊:LEコ11121互立返塁コL_

中海岸自治会 環境指導員
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鰈ヶ鶉南地区「市民のつだしヽ機のM催
ち ]令奉圏3年 9月 7国 (土 )

聞 [19時 3③ 分～

所登 高砂コミュニ貴ィ七ンター3階 |こ て
「市民のつどい」は茅ヶ崎南地区の地域課題について地域の様々な団体・個人や行政が一堂に会 じ

て意見交換を行 う話 し合いの場です。

どなたでも自由に参加 し意見交換ができますので、お気軽にご参加 ください。

※意見交換の内容によっては、具体的な回答に至 らないこともあ りますが、その際には、改めて

当協議会から市へ要望等を行い対応いた します。

～当日の 回グラム～
えヽ ヽ̂'■

第 1音|`:行政からの説明(過去のテーマの進捗状況)

(1)令和 5年度 茅ヶ崎駅南口駅前の環境悪化について

第 2部 :街家 り構想に関する意見交換

(1)防災 。景観に関する課題

・電柱の地中化、看板の規制 (ホ ノルル市との姉妹者|`市 の観点から)

鉄砲道歩道の高低差

(2)大型マンション建設に伴 う公園の設置等に関する課題

。茅ヶ崎公園付近の公園設置の免除の改定、公園の日よけ設置

(3)意見交換

第 3部 :茅ヶ崎南地区をより住みやすくするための意見交換。

※参加者がお互いに意見交換を しましょう。

意見は個人的なことではな く茅ヶ崎南地区、 または市全般に関する意見

でも結構です。
X内容によっては行政のア ドバイス又は考え方を示 して頂きます。

※尚、ご意見は8月 18日 迄に高砂コミュニティセンター受付にご提出頂くか

下記ア ドレスにご投稿をお願い致 します。内容によっては当日お答えできない場合があ ります。

後 日、書面にてお答えさせて頂 きます。

茅 ヶ崎市 くらし安心都市民 白治推進課地域 自治担 当

住 所 :茅 ヶ崎市茅 ヶ崎一丁 目 1番 1号

電  言舌:0467-82-1111

FAX :0467-87-8118

ア ドレス I shiminnjichi@city,chigasakLkanagawa,lp

番お聞い合わせ先彊

茅ヶ崎南地区まちぢから協議会

住 所 :茅 ヶ崎市中海岸一丁目 2番 42号

屋巨1  言舌:0467-57-0891

FA×i :0467-57-0892

アドレス :takasunacomi@jcom.zaq.ne」 p
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′口  ` 茅ヶ崎南地区まちぢから協議会
亀拶ム「ぁぃさっ運動」やつています :

鰊 鼈

茅ヶ崎南地区まちぢから協議会では、いざというときに多くの方たちが協力で

きるよう、人と人の繋がりを作ることを目標に、「あいさつ運動」に力をいれて

います。
さんぽの途中すれちがいざまに、顔を見合わせ互いにニコっとしながら、どち

らからともなく「こんにちは」とあいさつを交わした経験はどなたにもあるので

はないでしようか。
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lFI二ゃいしな J宅ゝ辱3

名前は分からなくても、散歩、ジョギング、通勤通学の途中、いつも会うあの

人に、「こんにちは」と声をかけてみませんか。あいさつから始まるつながりが、・
:

いざというときの心丈夫につながるかもしれません。

，

ヽ

・

，

． ◆ご家庭で利用しない食品(

◆ご家庭で利用する食品(

。お持ちいただくものは      |
・継続 して開催できますようご協力 ください
。9月 7日 の商品が少ない場合は 9月 8日 は開催中止

)をお持ちください
)をお持ち帰りください

に限定させていただき、 ― をお願いします

ります

花壇にポーチュラカ、
ベンタスを植えました

まだつばみの株も多いのですが、
暑さに負けず元気に咲いてほしいで

す。   __
溝事に咲ぐ日をお楽しみに :

3F ホール  映画 ドラえもん「のび太の宝島」

予約不要

2F 和 室 乳児親子のつどい

お問い合わせ :中海岸保育園

3F 本―ル  教室のお問い合わせ

市役所高齢福祉課

茅ケ崎市福祉部高齢福祉課 Te10 4 6 7-81-フ 163
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厳しい暑さが続きます。外出途中、熱中症

になる前に、一息つかれてコミセンで休憩

されていかれませんか。予防が大切です

⑬又聰彊撃量 (変更になる場合あり)
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2 (#) 13:30- 社協 子供映画会
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16{金)14:00～ 15130   転倒予防教室
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8月の体館日 :8/5、 8/13、 8/19、 8/26 9月の休館日 :9/2、 9/9、 9/17、 9/24、 9/30

発 行 日 :翁 和 6年 8月 1日

高砂 コミュニテ ィセ ンター

茅ヶ崎市中海岸1丁 目2番42号
■
':0467-57-0891発 行 責 任 者 :篠 原 徳 守辣粽儡鵞八呟礫餞

＾
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こんにちは [

お持ちください
日時 :9月 7日 (土)9時～12時30分の間

―スペースミ ュ セ

お持ち婦りください
日時 :9月 8日 (日)9時～12時30分の間

場所 :富砂コミュニティセンター1階フリースペ…ス

場所 内容等日にち 時間



令和6年度茅ヶ崎市委託事業 介護予防 ◆日常生活支援総合事業担い手研修
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トイレ等は自分で出来るけど、

や掃除がつらくなつてきた
入浴や

そんな方々を

サポートする仕事です

介護ヘプリく一の業務とは異なり、比較的介護度の軽度な方々

(要支援 1・ 2)の日常生活をサポー トする仕事です。

○業務内容

利用者のご自宅を訪問し、自立した日常生活を行えるよう、

主に重塾物二洗濯二湿塗=料塁などをサポー トします。
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茅ヶ崎市が開催する「生活援助員研修」の修了者
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申込期間 第1回 :8

※専用フォームか

070-1261-7738

/1～ 8/30
らの申込み

にお問い合

第2回 :8/1～ 10/31

ができない場合は、

わせください。
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一般社団法人 茅ヶ崎介護サービス事業者連絡協議会
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生活援助員
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【申込み 。問い合わせ先】     ‐

■般在面法人茅ヶ崎芥護サービス事業者連絡協議会
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介護予防・生活支援サービス事業を利用する場含は、必ず地域包括支援センター等によるケアマネ

ジメントが必要です。利用者の身体状況や生活環境に応じて自立した日常生活を送るために地域包括

支援センターが作成したケアプランに沿ってサービスが提供されます。

※要介護 1～ 5の方は利用できません。

自宅に生活援助員 (市の研修を終了した方)等が訪

問し日常生活で必要な洗濯、掃除、調理、買い物

等の支援 (生活援助)のサービスを提供します。

●サービス費用のめやす (利用者負担が1割の場合)

※指定訪間介護事業所が提供するサービスを利用する場合

上記のサービス費用のめやすについては、令租5年度時点のもの

であり、今後変更されます。

上記のサービス費用のめやすについては、令和5年度時点のもの

であり、今後変更されます。
ぶ

通所介護施設で日常生活上の支援や レクリ正一

ション等を日帰 りで行います。

●サービス費用のめやす (利用者負担が1割の場合)

※指定通所介護事業所が提供するサービスを利用する場合

上記のサービス費用のめやすについては、令和5年度時点のもの

であり、今後変更されます。

通所介護施設で日常生活上の支援や日常動作訓

練、 レクリエーション等を日帰りで行います。

●サービス費用のめやす (利用者負担が1割の場合)

上記のサービス費用のめやすについては、令和5年度時点のもの

であり、今後変更されます。

月1回～フ回まで 1回あたり

り1月あた 3,583円

413円

自宅にホームヘルパー (訪間介護員)が訪問 し

日常生活で必要な入浴、排せつ、食事等の介護

(身体介護)や洗濯、掃除、調理等の支援 (生活援

助)等のサービスを提供 します。

●サービス費用のめやす (利用者負担が1割の場合)

月あたり

月1回から7回まで 1回あたり 291円

通1日程度 1  1月あたり 1,748円

月1回～3回まで 1回あたり 402円

245円月4回まで 1回あたり

月8回まで 1回あたり 255円


